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国際原子力事象評価尺度 
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尺度未満 
（Deviation） 
・安全上の問題がない 

逸脱 
（Anormaly） 
・年間許容量の超過に伴う被ばく 

異常事象 
（Incident） 
・ 10 mSvを超える公衆の被ばく／放射線作業従事者の被ばく限度（1年間）超過 

重大な異常事象 
（Serious incident） 
・従事者が年間許容量の10倍を被ばく／放射線からの非致死の確定的影響 

広範囲への影響を伴う事故 
（Accident with wider consequences） 
・計画的封鎖が必要な限られた量の放射性物質の放出 

重大な事故 
（Serious Ａccident） 
・計画的な封鎖が必要となる相当量の放射性物質の放出 

深刻な事故 
（Major Accident） 
・広範囲におよぶ健康と環境への影響を伴った 
 放射性物質の深刻な放出（計画的，広域封鎖が必要） 

局地的な影響を伴う事故 
（Accident with local consequences ） 
・地域の食品制限以外には計画的封鎖等を必要としない 
                   軽微な放射性物質の放出 

事
故 

異
常
事
象 

チェルノブイリ原発事故（1986） 
（520京（5,200,000兆）ベクレル） 

キチュテム惨事（1957） 

チョークリバー原子炉事故（1952） 
ウィンズケール火災（1957） 
スリーマイル島原発事故（1979）等 

SL-1核反応炉事故（1961） 
東海村JCO臨界事故（1999） 
セラフィールド事故（1979）等 

異
常
事
象･

事
故
の
深
刻
度 

東京電力福島第一原子力発電所事故（2011） 
    （77京（770,000兆）ベクレル）* 

原子力災害 

京ベクレル ＝ 1016 Bq 

*出典 : 原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する 
        日本国政府の報告書（2011年６月）より作成 

　国際原子力事象評価尺度（INES) は、国際原子力機関（IAEA) と経済協力開発機
構原子力機関（OECD/NEA) が定めた尺度で、1992 年に各国に採用が勧告されま
した。
　原子力施設等の異常事象や事故は、その深刻度に応じて７つのカテゴリーに分類さ
れます。各国は、異常事象や事故をこの尺度を使って深刻度を判定し、発表します。
　東京電力福島第一原子力発電所事故はその放射性物質の放出量から最も深刻な事故
であることを示すレベル７と判断されています。

（関連ページ：下巻 P8、｢ INES（国際原子力・放射線事象評価尺度）評価｣）

本資料への収録日：平成 25 年３月 31 日
改訂日：平成 28 年３月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」 第2章 放射線による被ばく 




